
物品等の名称及び数量
＊ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ－２００ＶＧＡ）海上運転立会等

契約担当官等の氏名並びに所属す
る部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　第三管区海上保安本部長 大久保　安広
第三管区海上保安本部
神奈川県横浜市中区北仲通５－５７

契約締結日
平成28年3月11日

契約の相手方の氏名及び住所
新潟原動機株式会社（高速）
群馬県太田市西新町１２５－１

契約金額
（消費税及び地方消費税含む）

2,052,000

予定価格
（消費税及び地方消費税含む） 2,165,152

随意契約によることとした理由

　新潟原動機（株）とのディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ-２００ＶＧ）海
上運転立会等契約においては、本契約業者に予備機として保管中
のものを使用して搭載後、試運転等を行うものであり、本修理契約
業者以外の者に請け負わせることは不利である。（会計法第２９条
の３第４項）
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